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（国土交通省 大臣官房技術調査課）

３ 閉会挨拶 （※副幹事長：福岡県県土整備部企画課 技術調査室長）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

公共工事の品質確保の促進に関する施策を
総合的に推進するための基本的な方針

改正案について



「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」
改正案の概要

品確法（※）に基づき、公共⼯事の品質確保の促進の意義や施策に関する基本的⽅針を規定（平成17年閣議決定、平成26年改正）
国、特殊法⼈等、地⽅公共団体は、基本⽅針に従って必要な措置を講ずる努⼒義務

災害時の緊急対応の充実強化、働き方改革への対応、生産性向上への取組、調査・設計の品質確保
を柱とする品確法の改正（※）を反映

改正の全体像
第１ 公共⼯事の品質確保の促進の意義に関する事項
災害復旧⼯事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備
市場における労務の取引価格、法定福利費等を的確に反映
した請負代⾦･適正な⼯期等を定める公正な請負契約の締結

情報通信技術の活⽤等を通じた⽣産性の向上
公共⼯事に関する調査等の品質確保が公共⼯事の品質
確保を図る上で重要

第２ 公共⼯事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な⽅針
発注関係事務の適切な実施
災害時の緊急性に応じた随意契約・指名競争⼊札の活⽤
建設業者団体等との災害協定の締結、災害時の発注者の連携
災害時の⾒積り徴収の活⽤
法定福利費・補償に必要な保険料及び⼯期を的確に反映した
積算による予定価格の適正な設定

施⼯時期の平準化に向けた繰越明許費・債務負担⾏為の活⽤
による翌年度にわたる⼯期設定、中⻑期的な発注⾒通しの
作成・公表

休⽇･準備期間･天候等を考慮した適正な⼯期の設定
設計図書の変更に伴い⼯期が翌年度にわたる場合の繰越明許
費の活⽤ 等

受注者等の責務に関する事項
市場における労務の取引価格、法定福利費等を的確に
反映した適正な額の請負代⾦・⼯期での下請契約の締結

情報通信技術の活⽤等による⽣産性の向上 等

⼯事の監督･検査及び施⼯状況の確認･評価に関する事項
⼯事の監督・検査及び施⼯状況の確認・評価における
情報通信技術の活⽤ 等

調査等の品質確保に関する事項
調査等における発注関係事務の適切な実施
(予定価格の適正な設定、実施の時期の平準化、適正な履⾏期の設定等)

調査等における受注者等の責務に関する事項
（適正な請負代⾦・履⾏期による下請契約の締結、⽣産性の向上等）
調査等の性格等に応じた⼊札及び契約の⽅法

(プロポーザル⽅式の選択等）

（※）令和元年６月14日公布・施行

品確法基本⽅針とは

（※）公共⼯事の品質確保の促進に関する法律

※改正事項は、改正法の４本柱に対応して色分けして記載
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「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」
改正案の概要 【詳細版①】

「品確法基本⽅針」改正のポイント
１ 発注関係事務の適切な実施

（１）予定価格の適正な設定
発注者が予定価格を定めるにあたっては、市場における最新の労務、資材、機材等の取引価格、法定福利費、公共工事に従事

する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料、適正な工期、施工の実態等を的確に
反映した積算を行う。

災害により通常の積算の方法によっては適正な予定価格の算定が困難と認めるとき等は、入札参加者から工事の全部又は一部
について見積りを徴収し、当該見積りを活用した積算を行うこと等に努める。

国は、法定福利費等の支払いに係る実態把握に努め、必要な措置を講ずる。

（２）災害時の緊急対応の充実強化
発注者は、災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧に関す

る工事にあっては随意契約を、その他の災害復旧に関する工事にあっては指名競争入札を活用する等緊急性に応じた適切な入
札及び契約の方法を選択するよう努める。

発注者は、あらかじめ、建設業者団体等との災害応急対策又は災害復旧に関する工事の施工に関する協定の締結その他必要な
措置を講ずるとともに、他の発注者との連携を図るよう努める。

（３）ダンピング受注の防止 （略）

（４）計画的な発注、施工の時期の平準化
発注者は、計画的に発注を行うとともに繰越明許費や債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期設定を行う等の取組を通

して、施工の時期の平準化を図る。
国は、発注者ごとの施工の時期の平準化の進捗・取組状況の把握・公表等を行う。

（５）適正な工期設定及び適切な設計変更
発注者は、公共工事に従事する者の休日、工事の施工に必要な準備期間、天候その他のやむを得ない事由により工事の施工が

困難であると見込まれる日数等を考慮し、適正な工期を設定する。
国は、週休２日の確保等を含む適正な工期設定の推進等必要な措置を講ずる。
発注者は、設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたることになったときは、繰越明許費の活用等の措置を適切に講ずる。

※改正事項は、改正法の４本柱に対応して色分けして記載
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「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」
改正案の概要 【詳細版②】

全ての下請業者を含む公共工事を実施する者は、下請契約を締結するときは、市場における労務の取引価格、法定福利費等を
的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期を定める下請契約を締結するものとされている。

国は、週休２日の確保等を含む適正な工期設定の推進等必要な措置を講ずる。
国は、全ての下請業者を含む公共工事を実施する者に対して、労務費、法定福利費等が適切に支払われるようその実態把握に

努めるとともに、法定福利費を内訳明示した見積書や請負代金内訳書の活用促進を図る。
受注者（受注者となろうとする者を含む。）は、公共工事の適正な実施のために、情報通信技術を活用した公共工事の施工の

効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等の育成及び確保とこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条
件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めることとされている。

国及び地方公共団体等は、技術開発の動向を踏まえ、情報通信技術の活用、新技術、新材料又は新工法の導入等を推進する。
「建設キャリアアップシステム」の活用等技能労働者の技能や経験に応じた適切な処遇につながるような労働環境の改善を推

進する。

２ 受注者等の責務に関する事項

工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に当たっては、情報通信技術の活用を図るとともに、必要に応じて、専門的な知
識や技術を有する第三者による工事が適正に実施されているかどうかの確認の結果の活用を図るよう努める。

国及び地方公共団体等は、技術開発の動向を踏まえ、情報通信技術の活用、新技術、新材料又は新工法の導入等を推進する。

３ 技術的能力の審査の実施に関する事項 （略）

４ 多様な入札及び契約の方法 （略）

５ 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項 （略）

６ 工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項

７ 発注関係事務の環境整備に関する事項 （略）
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「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」
改正案の概要 【詳細版③】

（１）調査等における発注関係事務の適切な実施

①予定価格の適正な設定
発注者が予定価格を定めるにあたっては、市場における労務、資材、機材等の取引価格、法定福利費、公共工事に関する調査

等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料、適正な調査等の履行期、調
査等の実施の実態等を的確に反映した積算を行うものとする。

災害により通常の積算の方法によっては適正な予定価格の算定が困難と認めるとき等は、入札参加者から調査等の全部又は一
部について見積りを徴収し、当該見積りを活用した積算を行う。

②災害時の緊急対応の充実強化
発注者は、災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧工事に

関する調査等にあっては随意契約を、その他の災害復旧工事に関する調査等にあっては指名競争入札を活用するなど緊急性に
応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努める。

発注者は、あらかじめ、調査等を実施する者等との災害応急対策又は災害復旧工事に関する調査等の実施に関する協定の締結
その他必要な措置を講ずるとともに、他の発注者との連携を図る。

③ダンピング受注の防止
発注者は、ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定する等の必要な措置を講ずる。

④計画的な発注、実施の時期の平準化
発注者は、計画的に発注を行うとともに、繰越明許費や債務負担行為の活用による翌年度にわたる調査等の履行期の設定を行

う等の取組を通して、調査等の実施の時期の平準化を図る。
国は、発注者ごとの調査等の実施の時期の平準化の進捗・取組状況の把握・公表を行う。

⑤適正な履行期の設定及び適切な設計変更
発注者は、公共工事に関する調査等に従事する者の休日、調査等の実施に必要な準備期間、天候その他のやむを得ない事由に

より調査等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し、適正な調査等の履行期を設定する。
国及び地方公共団体等は、週休２日の確保等を含む適正な調査等の履行期の設定を推進する。
発注者は、調査等の履行期が翌年度にわたることになったときは、繰越明許費の活用等必要な措置を適切に講ずる。

８ 調査等の品質確保に関する事項（※上記１～７と同様の内容を記載）
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「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」
改正案の概要 【詳細版④】

（２）調査等における受注者等の責務に関する事項
全ての下請業者を含む公共工事を実施する者は、下請契約を締結するときは、市場における労務の取引価格、法定福利費等を的

確に反映した適正な額の請負代金及び適正な調査等の履行期を定める下請契約を締結する。
国は、週休２日の確保等を含む適正な履行期の設定の推進等必要な措置を講ずる。
受注者（受注者となろうとする者を含む。）は必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した公共工事に関する調査等の効

率化等による生産性の向上並びに技術者等の育成及び確保とこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その
他の労働環境の改善に努める。

国及び地方公共団体等は、技術開発の動向を踏まえ、情報通信技術の活用、新技術の導入等を推進する。

（３）調査等における技術的な能力の審査の実施、調査等の性格等に応じた入札及び契約の方法等
調査等の性格、地域の実情等に応じ、総合評価落札方式やプロポーザル方式等の入札及び契約の方法の中から適切な方法を選択

できる。
発注者は、完了確認検査等を行うに際し、情報通信技術の活用を図る。

各発注者は、発注関係事務を適切に実施することが困難である場合においては、発注者の責任のもと、発注関係事務に関し助言
その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用等に努める。

９ 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用

国、特殊法人等及び地方公共団体は、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、公共工事の目的物について、
適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努める。

１０ 公共工事の目的物の適切な維持管理の実施

各発注者は、適切な発注関係事務の実施に必要な知識又は技術を有する職員の育成・確保、必要な職員の配置等体制の整備に努
める。

社会インフラの整備及び維持管理の実施や災害の頻発に的確に対応するとともに、公共工事の品質確保に係る取組を推進するた
め、国及び地方公共団体等は、技術者の確保、育成を含む体制の強化を図る。また、地方公共団体において財源や人材に不足が
生じないよう、必要な支援を行う。

１１ 施策の進め方
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

発注関係事務の運用に関する指針
改正案について



●公共工事の品質確保の促進に関する法律 令和元年 改正の概要

背景・必要性

１. 災害への対応 ２. 働き方改革関連法の成立
〇「働き方改革関連法」の成立により、公共工事においても長時間

労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進が急務

３. 生産性向上の必要性
〇建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の促

進と併せ、生産性の向上が急務

４. 調査・設計の重要性
〇公共工事に関する調査等の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な
役割

〇全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興
のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務

法案の概要（改正のポイント）

【基本理念】
災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ
円滑な実施のための体制整備

【発注者の責務】
①緊急性に応じて随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法を選択
②建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者間の連携
③労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

Ⅰ. 災害時の緊急対応の充実強化

【基本理念】
適正な請負代金・工期による請負契約の締結、公共工事に従事する
者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の
適正な整備への配慮

【公共工事等を実施する者の責務】
適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結

Ⅱ. 働き方改革への対応

【発注者の責務】
①休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
②公共工事の施工時期の平準化に向けた、

債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注
見通しの作成・公表等

③設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等

【基本理念、発注者・受注者の責務】
情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上

Ⅲ. 生産性向上への取組
公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）に

ついて広く本法律の対象として位置付け

Ⅳ. 調査・設計の品質確保

(1)発注者の体制整備
① 発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備【発注者の責務】
② 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を

有する者の活用促進等

Ⅴ. その他

(2)工事に必要な情報（地盤状況）等の適切な把握・活用【基本理念】
(3)公共工事の目的物の適切な維持管理

【国・特殊法人等・地方公共団体の責務】

法改正の理念を現場で実現するために、地方公共団体、業界団体等の意見を聴き、基本方針や発注者共通の運用指針を改正

（６月７日成立 ６月１４日施行）

1



「発注関係事務の運用に関する指針 （運用指針）」改正の骨子案の概要（１／３）

Ⅰ．本指針の位置付け

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項

１ 工事

１－１ 工事発注準備段階
１－２ 工事入札契約段階
１－３ 工事施工段階
１－４ 工事完成後
１－５ その他

２ 測量、調査及び設計業務
２－１ 業務発注準備段階
２－２ 業務入札契約段階
２－３ 業務履行段階
２－４ 業務完了後
２－５ その他

３ 発注体制の強化等
３－１発注体制の整備等
３－２発注者間の連携強化

働き方改革への対応
○適正な工期設定
○計画的な発注や施工時期の平準化
○工事中の施工状況の確認等

生産性向上への取組
○ＩＣＴ技術の活用を含めた最新の積算基準
を適用

○３次元データ等を積極的に活用
○関係者間での情報共有システムの推進

法改正に基づき改正

○公共工事の目的物の適切な維持管理の実施

調査設計の品質確保
○業務の性格に応じた技術提案の評価内容
の設定

働き方改革への対応
○計画的な発注や履行時期の平準化

生産性向上への取組
○電子納品のオンライン化を積極的に推進
○データ連係基盤を構築

（改正事項）

１．発注関係事務の適切な実施
（１） 調査及び設計段階

（２） 工事発注準備段階
（３） 入札契約段階
（４） 工事施工段階
（５） 工事完成後
（６） その他

（H26制定時） （改正骨子案）

２．発注体制の強化等
（１）発注体制の整備等
（２）発注者間の連携強化

法改正に基づき改正

○発注関係事務を行う職員の育成・確保等
の体制

○発注関係事務に関し助言等を適切に行う
能力を有する者の活用促進 2



１ 工事
１－１．災害時における入札契約方式の

選定
１ー２．現地の状況等を踏まえた発注関係

事務に関する措置
（１）確実な施工確保、不調・不落対策
（２）発注関係事務の効率化
（３）復旧・復興工事の担い手の確保
（４）迅速な事業執行
（５）早期の復旧・復興に向けた取組

２ 測量、調査及び設計業務
２－１．災害時における入札契約方式の

選定
２－２．現地の状況等を踏まえた発注関係

事務に関する措置
（１）確実な履行確保、不調・不落対策
（２）発注関係事務の効率化
（３）迅速な事業執行
（４）早期の復旧・復興に向けた取組

３ 建設業団体や他の発注者との連携等

災害時の緊急対応の充実強化
○災害時における入札契約方式
の選定
・随意契約
・指名競争入札

○実態を踏まえた積算の導入
○一括審査方式の活用
○事業促進ＰＰＰの活用

（H26制定時） （改正骨子案）

Ⅲ．災害時における緊急対応

（改正事項）

3

「発注関係事務の運用に関する指針 （運用指針）」改正の骨子案の概要（２／３）



Ⅲ．工事の性格等に応じた入札契約
方式の選択・活用

Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用

１ 工事
１－１ 多様な入札契約方式の選択の

考え方及び留意点
１－２ 公共工事の品質確保とその担い

手の中長期的な育成・確保に
資する入札契約方式の活用の例

２ 測量、調査及び設計業務
２－１ 多様な入札契約方式の選択の

考え方及び留意点
２－２ 業務の品質確保とその担い手の

中長期的な育成・確保に資する
入札契約方式の活用の例

１－１ 多様な入札契約方式の
選択の考え方及び留意点

１－２ 公共工事の品質確保とそ
の担い手の中長期的な
育成・確保に資する入札
契約方式の活用の例

Ⅳ．その他配慮すべき事項 Ⅴ．その他配慮すべき事項

１．受注者等の責務
２．その他

調査設計の品質確保

○設計段階から施工者が
関与する方式（ＥＣＩ方式）

近年の取組事項を反映
○ワークライフバランス等推進
企業の評価項目の設定

○ISO9001を活用した品質管理

法改正に基づき改正
○適正な額の請負代金及び
適正な工期等を定める
下請契約を締結

（改正事項）（H26制定時） （改正骨子案）

4

「発注関係事務の運用に関する指針 （運用指針）」改正の骨子案の概要（３／３）



★意見照会の概要

期間：令和元年８月８日～９月１３日

対象：発注関係団体 １，８２６団体

関係省庁（２３）、独立行政法人等（１５）、都道府県（４７）、
政令市（２０）、市区町村（１，７２１）

建設業団体等 ８４０団体

5

令和元年８月８日に開催した「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議 幹事会」
を踏まえ、発注関係団体、建設業団体等へ文書による意見照会を実施。

提出団体数 意見数

発注関係団体 １４３ ９４１

建設業団体等 １０８ １，５８０

合計 ２５１ ２，５２１

★意見照会の結果

「発注関係事務の運用に関する指針 （運用指針）」改正の骨子案 意見照会結果 １／２



6

改正項目
主な意見

発注者 （省庁・地方公共団体等） 業界団体

災害時の
緊急対応の
充実強化

・緊急度の高い応急復旧工事は、随意契約に
おいて、設計図書が省略でき、概算金額見積
書により発注、現地の状況等を踏まえた内容で
変更ができる旨を明記して欲しい。

・災害の規模や発生箇所に応じて、県・市町村
と連携・調整して協定を発動、対応要請を行っ
て欲しい。

働き方改革
への対応

・施工時期の平準化の取組状況等の比較は、
画一的にならないようにして欲しい。

・改正労働基準法の時間外労働の上限規制の
件を明記して欲しい。

生産性向上
への取組

・ICT施工による効率化は、国の実施状況を参
考とさせていただきたい。

・本来の目的である効率化や省力化に留意し
運用する旨を記載願いたい。

調査・設計
の品質確保

・オンライン電子納品の積極的な推進について
現実的に市町村レベルで対応することが可能
か検討して欲しい。

・契約変更により、納期が３月末になる場合に
は、積極的に繰越明許費を活用し納期を延長
し、労働環境の改善を図っていただきたい。

・ダンピング受注防止のため、低入札価格調査
基準や最低制限価格の適用を地方公共団体を
含めた全ての業務に徹底されたい。

「発注関係事務の運用に関する指針 （運用指針）」改正の骨子案 意見照会結果 ２／２



発注関係事務の運用に関する指針（運用指針） 改正案のポイント

第二十二条 国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共
工事等の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定める
ものとする。

①全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興のため、 災害時の緊急対応の充実強化
②公共工事の品質確保のため、公共工事に加え、公共工事に関する測量、調査 （地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。））及び設計が対象と

して追加
③働き方改革、ＩＣＴの推進等による生産性向上の取組に関連する事項の追加

運用指針 改正のポイント

公共工事の品質確保の促進に関する法律における「運用指針」の該当条文

全体の構成

Ⅰ．本指針の位置付け

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために
取り組むべき事項

１ 工事

１－１ 工事発注準備段階
１－２ 工事入札契約段階
１－３ 工事施工段階
１－４ 工事完成後
１－５ その他

２ 業務
２－１ 業務発注準備段階
２－２ 業務入札契約段階
２－３ 業務履行段階
２－４ 業務完了後
２－５ その他

３ 発注体制の強化等
３－１ 発注体制の整備等
３－２ 発注者間の連携強化

１ 工事
１－１．災害時における入札契約方式

の選定
１ー２．現地の状況等を踏まえた発注

関係事務に関する措置

２ 業務
２－１．災害時における入札契約方式

の選定
２－２．現地の状況等を踏まえた発注

関係事務に関する措置

３ ３．建設業者団体・業務に関する
各種団体等や他の発注者との連携

Ⅲ．災害時における対応
Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用

１ 工事
１－１ 多様な入札契約方式の選択の

考え方及び留意点
１－２ 公共工事の品質確保とその担い

手の中長期的な育成・確保に
資する入札契約方式の活用の例

２ 業務
２－１ 多様な入札契約方式の選択の

考え方及び留意点
２－２ 業務の品質確保とその担い手の

中長期的な育成・確保に資する
入札契約方式の活用の例

Ⅴ．その他配慮すべき事項

１．受注者等の責務
２．その他

7

191011時点
一部調整中 会議限り



「発注関係事務の運用に関する指針」 改正事項 概要 １／３

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項

8

１ 工事

（計画的な発注や履行期間の平準化等）＜繰越明許費・債務負担行為の活用＞
年度当初からの予算執行の徹底、繰越明許費の適切な活用や債務負担行為の積極的な活用による年度末の業務の集中の

回避等予算執行上の工夫等により、適正な履行期間を確保しつつ、業務の履行期間の平準化や履行期限の分散に取り組む。
（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成）
業務から工事までの一連の情報の可視化・集約化を図るため、３次元データやBIM/CIM等の積極的な活用に努める。

（業務の内容に応じた技術提案の評価内容の設定）
発注者は、技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務においてはプロポーザル方式により技術提案を求めるほか、競

争に付する場合も、発注する業務の内容に照らして必要がないと認める場合を除き、技術提案を求めるよう努める。
（設計条件の変化等に応じた適切な設計変更）
設計条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された履行条件と実際の条件が一致しない場合、設計図書に明示されて

いない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合その他の場合において、必要と認められるときは、適
切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる契約額や履行期間の適切な変更を行う。

２ 測量、調査及び設計業務

（工事に必要な情報等の適切な把握・活用）
工事の発注の準備として、測量、地質や地盤、自然環境、工事影響範囲の用地などの工事の施工に必要な情報を適切に把握

する。その際、BIM/CIM、3次元データや情報共有システム等ICTの積極的な活用に努める。
（適正な工期設定）
工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法等を踏まえた施工に必要な日数のほか、週休２日を前提とした工事に従事

する者の休日、工事の実施に必要な準備・後片付け期間、天候その他のやむを得ない事由により工事の実施が困難であると見
込まれる日数等を考慮する。
（施工現場における労働環境の改善）
受注者が熱中症対策や寒冷対策の実施や快適トイレの設置などに取り組みやすいよう、環境の整備に努める。また、ICT建設

機械等の積極的な導入を促し、作業の効率化を積極的に実施するよう努める。

191011時点
一部調整中 会議限り



「発注関係事務の運用に関する指針」 改正事項 概要 ２／３

Ⅲ．災害時における緊急対応

9

１－１ 災害時における入札契約方式の選定

災害発生後の緊急対応にあたっては、手続きの透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ確実な施工が可能な者を選定
することが重要である。

災害時における入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、随意契約、指名競争
入札等の適用を検討するとともに、概算数量による発注を行った上で、現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、工事の緊急
度に応じた対応も可能であることに留意する。
災害協定の協定締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約相手を選定する。

１ 工事

２－１ 災害時における入札契約方式の選定

災害発生後の災害状況把握や復旧にあたっては、手続きの透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ確実な業務の履行
が可能な者を短期間で選定することが重要である。

災害状況把握や災害復旧における入札契約方式の選定にあたっては、業務の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、随
意契約、指名競争入札等の適用を検討するとともに、概算数量による発注を行った上で、現地状況等を踏まえて契約変更を行う
など、業務の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。
災害協定の協定締結状況や履行体制、地理的状況、業務実績等を踏まえ、最適な契約相手を選定する。

２ 測量、調査及び設計業務

３ 業務に関する各種団体等や他の発注者との連携

災害発生時に緊急性に応じた随意契約や指名競争入札の活用による発災後の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関
する工事及び業務が迅速かつ円滑に実施されるよう、あらかじめ、建設業者団体・業務に関する災害時の履行体制を有する各
種団体等と、災害対応に関する工事及び業務の実施や契約方式・支払いについて協定の締結等、必要な措置を講ずるように努
める。

災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、その被害からの復旧にあたっても地域内における発
注者が必要な調整を図りながら協働で取り組む。復旧の担い手となる地域企業等による円滑な施工確保対策についても、特定
の発注者のみが措置を講じるのではなく、必要に応じて地域全体として取り組む。

191011時点
一部調整中 会議限り



「発注関係事務の運用に関する指針」 改正事項 概要 ３／３

Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用

10

１ 工事

２－１ 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点
（３）特定者及び落札者の選定方法の選択（特定者及び落札者の選定方法の概要）

特定者及び落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相手方とする者を選定する方法）は、以下
のとおりである。
・プロポーザル方式
・総合評価落札方式
・価格競争方式

２ 測量、調査及び設計業務

１．受注者等の責務

各発注者は、発注関係事務の実施に当たり、品確法第８条に規定する「受注者等の責務」を認識し、下記に示す内容等につい
ては特に留意する。

受注者は、契約された工事等を適正に実施する。元請業者のみならず全ての下請業者を含む工事及び業務を実施する者は、
下請契約を締結するときは、下請業者に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生そ
の他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、法定福利費等を的確に反映した適正な額の請負代
金及び適正な工期や履行期限を定める下請契約を実施する。

Ⅴ．その他配慮すべき事項

１－２公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契約方式の活用の例
（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式
・施工実績の代わりに施工計画を評価項目に設定
（２）若手や女性などの技術者の登用を促す方式
・ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価項目に設定。

191011時点
一部調整中 会議限り



運用指針改正に向けた今後のスケジュール（案）

6/7 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 成立

発注者協議会（ブロック会議）の開催
発注者協議会（県部会）の開催
・品確法の改正の主旨説明
・法改正を踏まえた運用指針改正に関する意見交換

8/8（木）～9/13（金）
地方公共団体・建設業団体等への意見照会

・法改正を踏まえた運用指針改正骨子（案）
に関する意見を収集

品確法の改正の主旨説明会の開催
・建設業団体等に対し、品確法の改正の内容説明

（法律・運用指針の説明会） （意見照会）

令和２年度より、運用指針に基づく発注事務の運用開始

１２月を目処 発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）の策定

10月 意見聴取結果を踏まえ、発注関係事務の運用に関する指針（案）の作成

発注者協議会（ブロック会議）の開催
発注者協議会（県部会）の開催
・改正運用指針（案）の説明

10/18（金）～11/18（月）（予定）
地方公共団体・建設業団体等へ意見照会
有識者への意見照会

・改正運用指針（案）に関する意見を収集

7
～
9
月

10
～
11
月

11
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」改正案 

新旧対照表 

（下線部は改正部分） 

 

 

改正案 
改正前 

（平成 27年 1月 30 日 関係省庁申し合わせ） 

Ⅰ．本指針の位置付け 

 

本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18

号）（以下「品確法」という。）第 22条の規定に基づき、品確法第３条に定め

る現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及

び確保等の基本理念にのっとり、発注者を支援するために定めるものである。

各発注者等が、品確法第７条に規定する「発注者等の責務」等を踏まえて、

国、特殊法人等、地方公共団体が自らの発注体制や地域の実情等に応じて発

注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、

発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活

用について体系的にまとめたものである。 

 

令和元年６月に品確法が改正され、災害時の緊急対応強化や働き方改革、

ICT※1 の活用等による生産性向上の取組、調査・設計の品質確保等に関する

規定が盛り込まれたことから、本指針の見直しを実施した。 

※1 Information and Communication Technology の略 

各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注（その請負代金の額に

Ⅰ．本指針の位置付けについて 

 

本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１

８号）第２２条の規定に基づき、同法第３条に定める現在及び将来の公共工

事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にの

っとり、公共工事の発注者（以下「発注者」という。）を支援するために定め

るものである。各発注者が、同法第７条に規定する「発注者の責務」等を踏

まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効率

的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取

り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめ

たものである。 

 

 

 

 

 

各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注（その請負代金の額に
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よっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。以下

同じ。）の防止、入札不調・不落への対応、社会資本の維持管理、中長期的な

担い手の育成及び確保等に加えて、令和元年の改正内容を踏まえ、以下の３

点を中心に記載内容の充実や追記を図っている。 

①公共工事の品質確保のため、公共工事（以下「工事」という。）に加え、工

事に関する測量、調査（地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。））及

び設計（以下、「業務」という。）に関し、発注関係事務の適切な実施、入札

契約方式の選択・活用に関する事項の追記 

②全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興のため、

災害時の緊急対応の充実強化に関する事項の追記 

③工事の目的物について、発注者又は管理者としての国、特殊法人等及び地

方公共団体について維持管理の適切な実施に関する内容の充実 

なお、国は、本指針に基づき、引き続き、発注関係事務が適切に実施され

ているかについて定期的に調査し、結果をとりまとめて公表する。本指針に

ついては、関係する制度改正や社会情勢の変化等により、必要に応じて見直

しを行うものとする。 

 

よっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。以下

同じ。）の防止、入札不調・不落への対応、社会資本の維持管理、中長期的な

担い手の育成及び確保等に対して、各発注者における発注関係事務の適切な

運用を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また、国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについ

て定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表する。なお、本指針に

ついては、関係する制度改正や社会情勢の変化等により、必要に応じて見直

しを行うものとする。 
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Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項 

 各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務

を含む。）を適切に実施するため、工事及び業務について、発注準備、入札契

約、工事施工又は業務履行、完成後の各段階で本項に記載の事項に取り組む。 

 

 

 

また各段階共通の事項として、関係機関との調整、住民合意、用地確保、

法定手続など、現場の実態に即した条件（自然条件を含む。）を踏まえた事業

全体の工程計画を検討するとともに、各段階において事業の進捗に関する情

報を把握し、計画的な事業の進捗管理を行う。 

さらに生産性向上と担い手確保に向けて働き方改革を進めるため、各段階

において ICT を積極的に活用し、官民が保有するデータの連携や電子納品（業

務や工事の各段階の最終成果を電子成果品として納品すること）のオンライ

ン化等の推進に努める。 

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施について 

１．発注関係事務の適切な実施 

各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務

を含む。）を適切に実施するため、（１）調査及び設計（２）工事発注準備（３）

入札契約（４）工事施工（５）完成後の各段階で、以下の事項に取り組む。 

 

（１）調査及び設計段階 

（事業全体の工程計画の検討等） 

関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実態に即

した条件（自然条件を含む。）を踏まえた事業全体の工程計画を検討するとと

もに、以降の各段階において事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な事

業の進捗管理を行う。 
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（「Ⅳ．２ 業務」へ移行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

調査及び設計業務の発注に当たっては、業務の性格等に応じ、適切な入札契

約方式を選択するよう努める。主な入札契約方式とそれぞれに相応しい業務

の性格等は以下のとおりである。なお、事業の性格等を踏まえ、設計と施工

を一括して発注する設計・施工一括発注方式などの契約方式の選択について

も検討する。 

・価格競争方式 

一定の技術者資格、業務の経験や業務成績（以下「業務実績」という。）等

を競争参加資格として設定することにより品質を確保できる業務。 

・総合評価落札方式 

事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等

によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずる

ことが期待できる業務。 

なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実

施方針と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が

期待できる業務がある。 

・プロポーザル方式 

内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であって、

提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる

もの。 

 

なお、調査及び設計業務の入札契約方式の選択については、以上のほか、

「Ⅲ．工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について」に定める

趣旨を踏まえて適切に実施する。 
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（技術者能力の資格等による評価・活用等） 

＜技術者能力の資格等による評価・活用＞ 

保有する資格等により所要の知識・技術を備えていることが確認された技

術者を仕様書に位置付けることや、手持ち業務量に一定の制限を加えること

などの業務の品質確保に向けた施策を検討し、それらの実施に努める。 

また、業務の性格等を踏まえ、業務実績など技術者や技術力等による評価

や技術提案などの評価を適切に実施するとともに、必要に応じて豊富な実績

を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して業務実績の要件を

緩和するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格の設定に努

める。 

 

＜その他調査及び設計業務の品質確保＞ 

地域の実情を踏まえ、各発注者の調査及び設計業務の発注見通しについて

地方ブロックなど地区単位で統合して公表する取組の必要性を検討するよう

努める。 

債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、年度末の

業務の集中を避けること等により、適正な履行期間を確保しつつ、発注・業

務実施時期等の平準化に努める。 

最新の技術者単価や適正な歩掛を適用するとともに、必要に応じて見積り

等を活用し適正な予定価格を設定する。 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講ずる。 

必要な業務の条件（必要に応じて維持管理に係る条件を含めるものとす
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る。）を明示した仕様書等を適切に作成し、業務の履行に必要な設計条件等に

ついて受発注者間で確認を行う。また、必要があると認められるときは、適

切に仕様書等の変更及びこれに伴い必要となる業務委託料や履行期間の変更

を行う。 

受発注者間での業務工程の共有、受発注者の合同現地踏査による情報共有、

速やかかつ適切な回答の推進等に努め、業務内容に応じて、受注者の照査体

制の確保、照査の適切な実施について確認する。 

調査及び設計業務の適正な履行や品質を確保するため、発注者として指示・

承諾・協議等や給付の完了の確認を行うための検査を適切に行い、業務の完

了後には、業務評定結果を速やかに通知する。また、調査及び設計業務の成

果を適切な期間保存する。 

なお、調査及び設計業務の発注関係事務については「Ⅱ.１（１）調査及び

設計段階」に定めるほか、Ⅱ.１（２）～Ⅱ.１（６）の各段階における工事

に関する記載の趣旨を踏まえて適切に実施する。 
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１ 工事 

１－１ 工事発注準備段階 

（工事に必要な情報等の適切な把握・活用） 

工事の発注の準備として、測量、地質や地盤、自然環境、工事影響範囲の

用地などの工事の施工に必要な情報を適切に把握する。その際、BIM/CIM※2、

3次元データや情報共有システム等 ICT の積極的な活用に努める。 

※2 Building and Construction Information Modeling/Management の略 

 

（工事の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に

応じた適切な入札契約方式を選択するよう努める。自らの発注体制や地域の

実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施が困難と認められる

場合は、国、都道府県や外部の支援体制を活用に努める。 

 

（予算、工程計画等を考慮した工事発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、予算、工程計画、工事費等を考慮した工区割りや

発注ロットを適切に設定し、計画的な工事の発注を行う。 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 

工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進

捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示等

により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。 

また、調達環境が通常と異なり遠隔地から資材や労働力を調達する必要が

ある場合など工事の発注準備段階において施工条件を具体的に確定できない

 

（２）工事発注準備段階 

 

 

 

 

 

 

（工事の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に

応じた適切な入札契約方式を選択するよう努める。自らの発注体制や地域の

実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施が困難と認められる

場合は、国、都道府県や外部の支援体制の活用に努める。 

 

（予算、工程計画等を考慮した工事発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、予算、工程計画、工事費等を考慮した工区割りや

発注ロットを適切に設定し、工事の計画的な発注に努める。 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 

工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進

捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示等

により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。 
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場合には、積算上の条件を明示し、当該条件は設計変更の対象となる旨も明

示する。 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、工事の品質確保の担い手が中長期的に育成

及び確保されるための適正な利潤を、工事を施工する者が確保することがで

きるよう、適切に作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案

し、市場における労務及び資機材等の取引価格、健康保険法（大正十一年法

律第七十号）等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、工事

に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための

保険契約の保険料、工期、施工の実態等を的確に反映した積算を行う。   

 

積算に当たっては、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 18 条に定める

工事の請負契約の原則を踏まえた適正な工期を前提として、工事に従事する

者の休日の確保や労働環境の改善、ICT の活用を含めた現場の実態に即した

施工条件を踏まえた上で最新の積算基準を適用する。 

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、単価の見直しを毎

月行うなど可能な限り最新の労務単価、資機材等の実勢価格を適切に反映す

る。積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合に

は、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設定す

る。さらに、最新の施工実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとと

もに、遅滞なく適用する。 

また、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするい

わゆる歩切りは、品確法第７条第１項第１号の規定に違反すること等から、

 

 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に

育成及び確保されるための適正な利潤を、公共工事を施工する者が確保する

ことができるよう、適切に作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変

化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確

に反映した積算を行う。 

 

 

 

積算に当たっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１８条に定

める建設工事の請負契約の原則を踏まえた適正な工期を前提として、現場の

実態に即した施工条件を踏まえた上で最新の積算基準を適用する。 

 

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、可能な限り最新の

労務単価、資材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用いる価格が実際の

取引価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、そ

の妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。さらに、最新の施工実態や

地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとともに、遅滞なく適用する。 

 

また、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするい

わゆる歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項第１
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これを行わない。 

一方で、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、工事

に従事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当

な引上げを行わない。 

 

（適正な工期設定） 

工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法等を踏まえた施工に必

要な日数のほか、週休２日を前提とした工事に従事する者の休日、工事の実

施に必要な準備・後片付け期間、天候その他のやむを得ない事由により工事

の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮する。さらに、建設資材や労

働者確保のため、実工期を柔軟に設定できる余裕期間制度の活用といった契

約上の工夫を行うよう努める。 

なお、余裕期間制度には、発注者が工事の始期を指定する方式（発注者指

定方式）、発注者が示した工事着手期限までの間で受注者が工事の始期を選択

する方式（任意着手方式）、発注者が予め設定した全体工期の内で受注者が工

事の始期と終期を決定する方式（フレックス方式）があり、活用に際しては、

地域の建設業者の実情や他の工事の進捗状況等を踏まえて、適切に方式を選

択する。 

 

（計画的な発注や施工時期の平準化） 

工事の施工時期の平準化は、繁忙期と閑散期の工事量の差を少なくし、年

間の工事量を安定させ、受注者の人材・資材・機材の効率的な活用に寄与す

るものであるため、発注者は積極的に取組を実施する。 

＜発注見通しの統合・公表の実施＞ 

号の規定に違反すること等から、これを行わない。 

一方で、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、公共

工事に従事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた

不当な引上げを行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発注や施工時期等の平準化） 
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中長期的な工事の発注見通しについて、発注者の取組や地域の実情等を踏

まえて各発注者と連携して作成し、地域ブロック毎に組織される地域発注者

協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会等（以下「地域発注者協議会等」

という。）を通じて、地方ブロック単位等で統合して公表するよう努める。 

さらに、当該年度の工事の詳細な発注見通しについて、原則として四半期

毎に、地方ブロック単位等で統合して公表する。 

 

＜繰越明許費・債務負担行為の活用＞ 

年度当初からの予算執行の徹底、繰越明許費の適切な活用や債務負担行為

の積極的な活用による年度末の工事の集中の回避等予算執行上の工夫等によ

り、適正な工期を確保しつつ、工事の施工時期を平準化するよう努める。 

また、年度当初から履行されなければ事業を執行する上で支障をきたす、ま

たは適切な工期の確保が困難となる工事については、条件を明示した上で予

算成立前の入札公告の前倒しを行い、計画的な発注に努めるものとする。 

 

＜取組事例等の情報共有＞ 

地域発注者協議会等において、地域の実情を踏まえ、施工時期の平準化の取

組状況等について、他の発注者の状況も把握できるよう公表するよう努める。 

あわせて、国は、施工時期の平準化の取組により人材・資材・機材の有効活

用や建設企業の経営の健全化が図られ、建設業の担い手確保や生産性向上に

貢献するものであること等について情報提供を行うとともに、各地方公共団

体の施工時期の平準化の先進優良事例等を共有に努める。 

 

 

 

地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連

絡協議会等（以下「地域発注者協議会等」という。）を通じて、各発注者が連

携し、発注者の取組や地域の実情等を踏まえ、発注見通しについて地区単位

等で統合して公表するよう努める。 

 

 

 

 

また、債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、工

事完成時期の年度末への集中を避けることなど予算執行上の工夫や、建設資

材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定といった

契約上の工夫等を行うとともに、工事の性格、地域の実情、自然条件、週休

２日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施

工時期等の平準化に努める。 
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１－２ 工事入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査

＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下に

つながることがないよう留意する。 

また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

をいう。以下同じ。）に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入業

者」という。）を工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査

等で必要な措置を講ずる。 

 

＜個別工事に際しての競争参加者の技術審査等＞ 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施

工実績」という。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争

参加資格を設定する。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修繕、

パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業

者で構成される事業協同組合等（官公需適格組合を含む。）が競争に参加する

ことができる方式を活用する。 

また、若手や女性技術者の登用や海外での施工経験のある技術者の活用も

考慮した要件緩和、災害時の施工体制や活動実績の評価など適切な競争参加

資格の設定に努める。 

施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、

社会条件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、一定

の成績評価に満たないものは施工実績として認めないこと等により施工能力

（３）入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定、ダンピング受注の防止等） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査

＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下に

つながることがないよう留意する。 

また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

をいう。以下同じ。）に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入業

者」という。）を公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格

審査等で必要な措置を講ずる。 

 

＜個別工事に際しての競争参加者の技術審査等＞ 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施

工実績」という。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争

参加資格を設定する。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修繕、

パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業

者で構成される事業協同組合等（官公需適格組合を含む。）が競争に参加する

ことができることとする方式を活用する。 

 

 

 

施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、

社会条件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、一定

の成績評定点に満たないものは実績として認めないこと等により施工能力の
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のない者を排除するなど適切な審査を実施する。 

 

（Ⅲ 災害時の対応へ移行） 

 

 

 

 

 

 

 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工

事に関する諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等の

不良不適格業者の排除の徹底を図る。 

さらに、技術者の資格や実績をデータベースへ登録すると共に、技術者の

情報を一元的に把握できる取組（技術者ネットワーク）の活用を図る等、発

注者と競争参加者の負担軽減等に努める。また、所要の知識・技術・資格を

備えている技術者の仕様書への位置付けや、手持ち工事量の制限など、工事

の品質確保に向けた施策を検討する。 

 

（下部に移行） 

 

 

 

 

ない建設業者を排除するなど適切な審査に努める。 

また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の

登用も考慮して施工実績の要件を緩和することや、必要に応じて災害時の工

事実施体制の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適

切な競争参加資格の設定に努める。 

災害発生時に緊急随意契約による応急的な復旧工事の迅速な着手が可能と

なるよう、平時より災害時の工事実施体制を有する建設業者等と災害協定を

締結するなどにより、建設業者を迅速に選定するための必要な措置を講ずる

よう努める。 

 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工

事に関する諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等の

不良不適格業者の排除の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

＜ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表＞ 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限

価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たっては、

入札参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と公共工事の品質
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（工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定） 

発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除き、

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める。 

の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する契約価格の割合をいう。）

と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、低入札価格調

査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を定め

た場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を

行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営

力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表

とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て

入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者

の関与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規

定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検

討するとともに、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者がくじ引きの

結果により受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損

ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、

速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、工事の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して

入札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤

記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合

には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。 

 

（工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定） 

発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除き、

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める。1） 
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この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものであること

が求められるものではなく、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事にお

いては、技術審査において審査する施工計画の工程管理や施工上配慮すべき

事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として求めることも可能と

する。 

競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場

合は、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。

この場合、技術提案の評価に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学

識経験者の意見を聴取する。 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に

係る事務負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適

切な評価内容を設定する。その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオ

ーバースペック）と判断される技術提案は、優位に評価しないこととし、評

価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従

い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の

決定に際して、評価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の

知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることの

ないようにすること、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用す

ることのないようにすること等その取扱いに留意する。 

技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れた

ものとなる場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場

合、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表

する。なお、技術提案の改善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善

この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものであること

が求められるものではなく、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事にお

いては、技術審査において審査する施工計画の工程管理や施工上配慮すべき

事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として求めることも可能と

する。 

競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場

合は、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。

この場合、技術提案の評価に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学

識経験者の意見を聴取する。 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に

係る事務負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適

切な評価内容を設定する。その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオ

ーバースペック）と判断される技術提案は、優位に評価しないこととし、評

価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従

い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の

決定に際して、評価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の

知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることの

ないようにすること、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用す

ることのないようにすること等その取扱いに留意する。 

技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れた

ものとなる場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場

合、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表

する。なお、技術提案の改善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善
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を求めるなど特定の者だけが有利となることのないようにする。 

また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責

任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措

置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決める。 

 

（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等） 

総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当

該工事に配置が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施工

実績などを適切に評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工事

実施体制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度や

技能労働者の技能（登録基幹技能者等の資格の保有など）等を評価項目に設

定する。 

また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の

登用や海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮して、施工実績の代わ

りに施工計画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一

定期間の配置や企業によるバックアップ体制、災害時の施工体制や活動実績

を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。さらに国土交通省が認定

した一定水準の技術力等を証する民間資格を総合評価落札方式における評価

の対象とするよう努める。 

工事の目的や内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提

案のテーマが同一であり、かつ施工地域が近接する２以上の工事において、

提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性

格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を

評価する総合評価落札方式（施工能力評価型総合評価落札方式）を活用する

を求めるなど特定の者だけが有利となることのないようにする。 

また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責

任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措

置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決める。 

 

（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等） 

総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当

該工事に配置が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施工

実績などを適切に評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工事

実施体制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度や

技能労働者の技能（登録基幹技能者等の資格の保有など）等を評価項目に設

定する。 

また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登

用も考慮して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、主任技術者又

は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制

を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。 

 

 

 

工事の目的・内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提

案のテーマが同一であり、かつ施工地域が近接する２以上の工事において、

提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性

格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を

評価する総合評価落札方式（施工能力評価型総合評価落札方式）を活用する
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ことなどにより、発注者・競争参加者双方の負担の軽減に努める。 

総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場

合は、学識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定につい

ては、工事の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地

方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取について

は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 10の２第４項等

に定める手続により行う。 

必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、

競争参加者の評価を適切に行う。 

また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制その他の施工体制の

確保状況を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実施

の可否を審査・評価する総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札方

式）の実施に努める。 

 

（ダンピング受注の防止等） 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限

価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たっては、

入札参加者の企業努力による、より低い価格での落札の促進と公共工事の品

質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する契約価格の割合をい

う。）と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、低入札価

格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を

定めた場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札参

ことなどにより、競争参加者の負担の軽減に努める。 

総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場

合は、学識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定につい

ては、工事の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地

方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取について

は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第

３項等に定める手続により行う。 

必要に応じて配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、競

争参加者の評価を適切に行う。 

また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制その他の施工体制の確

保状況を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実施の

可否を審査・評価する総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札方式）

の実施に努める。 

 

（上部に同項目有り） 
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加者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競

争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表とする。こ

の際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て入札の公正

を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者の関与を排

除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規

定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検

討するとともに、適切な積算を行わずに入札参加者がくじ引きの結果により

受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊害が

生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、速やかに

事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、工事の入札に係る申込みの際、入札参加者に対して入札金額の内訳

書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名の

誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合には、原則とし

て当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。 

 

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場

の施工実態の乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価

格を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努め

る。 

・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性

を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施

工実態の乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価格を

適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。 

 

・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性

を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す

方法 
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・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想

定される場合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す

ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札

を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として

の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の

上、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 99 条の２又は地方自

治法施行令第 167 条の２第１項第８号に基づく随意契約（いわゆる不落随契）

の活用も検討する。 

 

（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共工事標準請負契約約款（昭和 25 年２月 21 日中央建設業審議会決定・

勧告）に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）第２章及び同法第 17 条第１項

による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平

成 13年３月９日閣議決定）に基づき、適切に公表することとし、競争参加者

に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書

等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、早期に評価の結

果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第

三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ず

るよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携

し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の

・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想

定される場合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す

ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札

を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として

の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の

上、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条の２又は地

方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号に基づく随意契約（いわゆる不

落随契）の活用も検討する。 

 

（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中央建設業審議会決定・

勧告）に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２章及び同法第１７条第

１項による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

（平成１３年３月９日閣議決定）に基づき、適切に公表することとし、競争

参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札

説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、契約締結

後、早期に評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第

三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ず

るよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携

し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の
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工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を

行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第

三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよ

う努める。 

談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を

行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合

における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること

（違約金特約条項）等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求や

建設業許可行政庁等へ通知により、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図

る。 

また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和 22 年法律第 54 号）第３条又は第８条第１項の規定に違反する行

為の疑いの事実があるときは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律第 10条の規定に基づき、当該事実を公正取引委員会に通知するとと

もに、必要に応じて入札金額の内訳書の確認や、入札参加者から事情聴取を

行い、その結果を通知する。なお、その実施に当たっては、公正取引委員会

が行う審査の妨げとならないよう留意する。 

 

工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を

行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第

三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよ

う努める。 

談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を

行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合

における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること

（違約金特約条項）等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求に

努めることや建設業許可行政庁等へ通知することで、発注者の姿勢を明確に

し、再発防止を図る。 

また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和２２年法律第５４号）に違反する行為の疑いの事実があるときは、

当該事実を公正取引委員会に通知するとともに、必要に応じて入札金額の内

訳書の確認や、入札参加者から事情聴取を行い、その結果を通知する。なお、

その実施に当たっては、公正取引委員会が行う審査の妨げとならないよう留

意する。 

 

 

１－３ 工事施工段階 

（施工条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際

の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件

について予期することのできない特別な状態が生じた場合その他の場合にお

（４）工事施工段階 

（施工条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際

の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件

について予期することのできない特別な状態が生じた場合その他の場合にお
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いて、必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必

要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う。 

また、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動に

より受注者から請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、単品スライ

ド条項又はインフレスライド条項）について請求があった場合は、変更の可

否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金額の変更を行う。さらに、

設計図書の変更等により、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越

明許費を活用する。 

 

（工事中の施工状況の確認等） 

建設業法第 22条（一括下請負の禁止）、第 24条の７※（施工体制台帳の作

成等）、第 26 条（主任技術者及び監理技術者の設置）等に違反していると疑

うに足りる事実があるときは、下請業者等も含め工事中の施工状況を確認の

上で、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 11 条に基づ

き、建設業許可行政庁等に通知する。 

※令和２年 10 月以降 第 24 条の８に移行 

当該通知の適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領を策

定し、必要に応じて公表するとともに、策定した要領に従って現場の施工体

制等を適切に確認するほか、一括下請負など建設業法違反の防止の観点から、

建設業許可行政庁等との連携を図る。   

また、建設業法において、下請業者に対する現金での適切な賃金の支払い

や、週休２日の確保等、下請業者を含め適正な労働環境の確保を促進するこ

とが規定されたことを踏まえ、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間

確保に関し、その実態を把握するよう努める。 

いて、必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必

要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う。 

また、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動に

より受注者から請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、単品スライ

ド条項又はインフレスライド条項）について請求があった場合は、変更の可

否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金額の変更を行う。 

 

 

 

（工事中の施工状況の確認等） 

建設業法違反（一括下請負の禁止、技術者の専任義務違反、施工体制台帳

の未整備等）と疑うに足りる事実があるときは、建設業許可行政庁等に通知

する。当該通知の適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領

を策定し、必要に応じて公表するとともに、策定した要領に従って現場の施

工体制等を適切に確認するほか、一括下請負など建設業法違反の防止の観点

から、建設業許可行政庁等との連携を図る。 
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工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施す

る。低入札価格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等にお

いては、適切な施工がなされるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増

やすことにより重点的な監督体制を整備する等の対策を実施する。 

適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に

資するため、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目（不可視とな

る工事の埋戻しの前など）において、必要な技術的な検査（以下「技術検査」

という。）を適切に実施する。また、ICT を積極的に活用し、検査書類等の簡

素化や作業の効率化を実施するとともに、発注者及び受注者以外の者であっ

て品質管理に係る専門的な知識又は技術を有する第三者による品質証明制度

や ISO9001 認証の活用に努める。技術検査については、施工について改善を

要すると認めた事項や現地における指示事項を書面により受注者に通知す

る。 

この技術検査の結果は工事の施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）

に反映させる。 

 

（施工現場における労働環境の改善） 

労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制

度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の

改善に努めることについて、必要に応じて元請業者及び下請業者の指導が図

られるよう、関係部署と連携する。 

こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を

禁止する措置や、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又

は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業

工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施す

る。低入札価格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等にお

いては、適切な施工がなされるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増

やすことにより重点的な監督体制を整備する等の対策を実施する。 

適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に

資するため、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目（不可視とな

る工事の埋戻しの前など）において、必要な技術的な検査（以下「技術検査」

という。）を適切に実施する。 

 

 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお

ける指示事項を書面により受注者に通知する。 

 

この技術検査の結果は工事の施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）

に反映させる。 

 

（施工現場における労働環境の改善） 

労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制

度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の

改善に努めることについて、必要に応じて元請業者の指導が図られるよう、

関係部署と連携する。 

こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を

禁止する措置や、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又

は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業
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者も含めてその排除を図る。 

下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見

直し等による前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下

請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等

により、元請業者の資金調達の円滑化を図る。 

既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促

すこと及び手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該

制度を利用しやすい環境の整備に努める。 

受注者が熱中症対策や寒冷対策の実施や快適トイレの設置などに取り組み

やすいよう、環境の整備に努める。また、ICT 建設機械等の積極的な導入を促

し、作業の効率化を積極的に実施するよう努める。 

 

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 

設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計

担当及び工事担当）が一堂に会する会議（地質業者、専門工事業者、建築基

準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条に規定する工事監理者も適宜参画）

を、施工者が設計図書を照査等した後及びその他必要に応じて開催するよう

努める。 

また、受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努める。 

変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手

続の例、工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる書類の例等に

ついてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用する。1） 

各発注者は、設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双

方の関係者が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・

者も含めてその排除を図る。 

下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見

直し等による前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下

請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等

により、元請業者の資金調達の円滑化を図る。 

既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促

すこと及び手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該

制度を利用しやすい環境の整備に努める。 

 

 

 

 

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 

設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計

担当及び工事担当）が一堂に会する会議（専門工事業者、建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第２条に規定する工事監理者も適宜参画）を、施工

者が設計図書を照査等した後及びその他必要に応じて開催するよう努める。 

また、各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に

努める。 

変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手

続の例、工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる書類の例等に

ついてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用する。1） 

設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が

一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行
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審議等を行う会議を、必要に応じて開催するよう努める。 

工事に関する情報の可視化・集約化を図るため、３次元データや BIM/CIM

を積極的に活用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で

共有できるよう、コリンズ（工事実績・情報データベース）や情報共有シス

テム等の活用の推進に努める。また、材料検査や出来形確認などの現場臨場

を要する検査については、ウェアラブルカメラ等を活用し、発注者と受注者

双方の関係者の省力化の推進に努める。 

 

う会議を、必要に応じて開催するよう努める。 

 

１－４ 工事完成後 

（適切な技術検査・工事成績評定等） 

受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところに

より、定められた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うとともに、

同時期に技術検査も行い、その結果を工事成績評定に反映させる。 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお

ける指示事項を書面により受注者に通知する。 

各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準

をあらかじめ策定する。 

また、ICT を積極的に活用し、検査書類等の簡素化や作業の効率化を実施

するとともに、必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって品質管理

に係る専門的な知識又は技術を有する第三者による品質証明制度や ISO9001

認証の活用に努める。 

工事の実績等については、コリンズ（工事実績・情報データベース）を積

極的に活用し、発注者間での情報の共有に努める。 

さらに工事の成果は、また将来の AI活用等のデータ利活用環境の構築のた

（５）完成後 

（適切な技術検査・工事成績評定等） 

受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところに

より、定められた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うとともに、

同時期に技術検査も行い、その結果を工事成績評定に反映させる。 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお

ける指示事項を書面により受注者に通知する。 

各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準

をあらかじめ策定する。2） 
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め、受注者が適切な形式で保存した電子データを工事の成果品として受領し、

適切な期間保存する。その際、オンライン電子納品の推進に努めるとともに、

データやモデルがクラウド上で簡単にアクセスできるデータ連携基盤を構築

するよう努める。 

 

（完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価） 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経過

した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。 

 

（工事の目的物の適切な維持管理） 

権限代行による事業の整備など、工事の発注者と工事の目的物の管理者が

異なる場合において、工事の目的物を管理する者は、その品質が将来にわた

り確保されるよう、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施し、その際３次

元データや ICT の活用に努める。 

また、工事の目的物を管理する者は、工事の目的物の維持管理に係る計画

策定、業務発注準備等の各段階において、発注関係事務を適切に実施するよ

う努める。 

 

 

 

 

 

 

（完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価） 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経過

した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

１－５ その他 

競争参加者の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契約に関

する ICT の活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図るとともに、

競争参加者の資格審査などの手続の統一化に努める。 

 

（６）その他 

競争に参加しようとする者の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入

札及び契約のＩＴ化の推進、入札及び契約に関する書類、図面等の簡素化・

統一化を図るとともに、競争参加者の資格審査などの入札及び契約の手続の

統一化に努める。 
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２ 業務 

２－１ 業務発注準備段階 

（業務に必要な情報等の適切な把握・活用） 

業務の発注の準備として、測量、地質や地盤、自然環境などの業務の履行

に必要な情報を適切に把握する。その際、BIM/CIM、3次元データや情報共有

システム等 ICT の積極的な活用にする。 

 

（業務の内容等に応じた入札契約方式の選択） 

業務の発注に当たっては、本指針を踏まえ、業務の内容や地域の実情等に

応じた適切な入札契約方式を選択するよう努める。自らの発注体制や地域の

実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施が困難と認められる

場合は、国、都道府県や外部の支援体制の活用に努める。 

 

（予算、工程計画等を考慮した業務発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、工事の発注時期・工区割り等を考慮し、計画的な

業務の発注を行う。 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 

業務の発注に当たっては、業務に必要な諸条件を設計図書へ反映する。ま

た、業務の実施の際に必要となる関係機関との調整や、現場の実態に即した

条件（自然条件を含む。）の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内

容との整合を図る。 

業務から工事までの一連の情報の可視化・集約化を図るため、３次元デー

タや BIM/CIM 等の積極的な活用に努める。なお、３次元データや BIM/CIM 等
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の活用に当たっては、最新の基準類を確認の上、設計図書へ反映する。 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、若手技術者が中長期的に育成及び確保され

るための適正な利潤を、業務を履行する者が確保することができるよう、適

切に作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場にお

ける労務及び資機材等の取引価格、履行の実態等を的確に反映した積算を行

う。積算に当たっては、業務に従事する者の休日の確保や労働環境の改善、

ICT の活用を含めた現場の実態に即した履行条件を踏まえた上で最新の積算

基準を適用する。 

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、単価の見直しを適

切な時期に行うなど可能な限り最新の技術者単価、資機材等の実勢価格を適

切に反映する。積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれが

ある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価

格を設定する。さらに、最新の業務履行の実態や地域特性等を踏まえて積算

基準を見直すとともに、遅滞なく適用する。 

また、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするい

わゆる歩切りは、品確法第７条第１項第 1 号の規定に違反すること等から、

これを行わない。 

一方で、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、業務

に従事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当

な引上げを行わない。 

 

（適正な履行期間の設定） 
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履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規模、方法等を踏まえ、業

務の履行に必要な日数のほか、照査期間や週休２日を前提とした業務に従事

する者の休日、天候その他のやむを得ない事由により業務の履行が困難であ

ると見込まれる日数等を考慮する。 

 

（計画的な発注や履行期間の平準化等） 

＜発注見通しの統合・公表の実施＞ 

中長期的な工事に係る業務の発注見通しについて、工事とあわせて、発注

者の取組や地域の実情等を踏まえて各発注者と連携して作成し、地域ブロッ

ク毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会等

（以下「地域発注者協議会等」という。）を通じて、地方ブロック単位等で統

合して公表するよう努める。 

さらに、当該年度の業務の詳細な発注見通しについて、原則として四半期

毎に地方ブロック単位等で統合して公表するよう努める。 

 

＜繰越明許費・債務負担行為の活用＞ 

年度当初からの予算執行の徹底、繰越明許費の適切な活用や債務負担行為

の積極的な活用による年度末の業務の集中の回避等予算執行上の工夫等によ

り、適正な履行期間を確保しつつ、業務の履行期間の平準化や履行期限の分

散に取り組む。 

また、年度当初から履行されなければ事業を執行する上で支障をきたす、

または適切な履行期間の確保が困難となる業務については、条件を明示した

上で予算成立前の入札公告の前倒しを行い、計画的な発注に努めるものとす

る。 
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＜取組事例等の情報共有＞ 

地域発注者協議会等において、履行期間の平準化の取組状況を確認すると

ともに、国や各地方公共団体の先進事例を共有する。 

 

２－２ 業務入札契約段階 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査

＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下に

つながることがないよう留意する。 

 

（適切な競争参加資格の設定） 

＜個別業務に際しての参加資格条件＞ 

業務の内容、地域の実情等を踏まえ、業務の経験及び成績や地域要件など

競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定する。その際、必要

に応じて、若手や女性技術者の登用や海外での業務経験のある技術者の活用

も考慮した要件緩和など適切な競争参加資格条件の設定に努める。 

業務の履行実績を競争参加資格に設定する場合は、業務の技術特性、自然

条件、社会条件等を踏まえて具体的に設定し、業務実績の確認に当たっては、

同種・類似の実績が無いものは選定または指名及び技術提案書の提出要請を

行わない等により履行能力のない者を排除するなど適切な審査を実施する。 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他業

務に関する諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等の

不良不適格業者の排除の徹底を図る。さらに、必要に応じて、所要の知識・
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技術・資格を備えている技術者の仕様書への位置付けや、手持ち業務量の制

限など、業務の品質確保に向けた施策を検討し、実施に努める。 

また、技術者の資格や実績をデータベースへ登録すると共に、技術者の情

報を一元的に把握できる取組の活用を図る等、競争参加者の負担軽減等に配

慮するよう努める。 

 

（業務の内容に応じた技術提案の評価内容の設定） 

発注者は、技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務においてはプ

ロポーザル方式により技術提案を求めるほか、競争に付する場合も、発注す

る業務の内容に照らして必要がないと認める場合を除き、技術提案を求める

よう努める。 

技術提案書の特定及び落札者決定に当たり、必要に応じて中立かつ公正な

立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する。 

技術提案を求める場合には、技術提案に係る事務負担に配慮するとともに、

業務の内容、地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従

い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、技術的に

最適な者の特定又は落札者の決定に際して、評価の方法や内容を公表する。

その際、技術提案が提案者の知的財産であることに鑑み、提案内容に関する

事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了承を得ること

なく提案の一部のみを採用することのないようにすること等その取扱いに留

意する。 

また、プロポーザル方式で特定した技術提案書の内容については、特記仕

様書に適切に反映するものとし、総合評価落札方式で落札者を決定した場合
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には、技術提案について発注者と落札者の責任分担とその内容を契約上明ら

かにするとともに、履行を確保するための措置や履行できなかった場合の措

置について契約上取り決める。 

 

（業務内容等に応じた適切な評価項目の設定等） 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式における技術的要件及び入札の評

価に当たっては、参加表明者や当該業務に配置が予定される技術者（以下「配

置予定技術者」という。）の実績などを適切に評価項目に設定するとともに、

必要に応じて企業の地域の精通度等を評価項目に設定する。 

また、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者

の登用や海外での業務経験を有する技術者の活用等も考慮すると共に、一定

水準の技術力等を証する国土交通省が認定した民間資格を評価の対象とする

よう努める。 

業務の目的や内容、技術力審査・評価の項目や技術提案のテーマが同一で

あり、提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式などに

より、発注者・競争参加者双方の負担の軽減に努める 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施方針や複数の業務に共通す

る評価方法を定める場合は、個別業務の評価方法については、業務の内容等

を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地方公共団体における

総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取については、地方自治法施行

令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 10の２第４項等に定める手続により

行う。 

業必要に応じて配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、

競争参加者の評価を適切に行う。 
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（ダンピング受注の防止等） 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限

価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の運用に当たっては、

入札参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と業務の品質の確

保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する契約価格の割合をいう。）と

業務成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、低入札価格調査

基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を定めた

場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を

行った者が受注する事態が生じるなど、入札参加者の真の技術力・経営力に

よる競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表とす

る。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て入札

の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者の関

与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規

定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検

討するとともに、適切な積算を行わずに入札を行った入札参加者がくじ引き

の結果により受注するなど、技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊害

が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、速やか

に事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、業務の入札に係る申込みの際、入札参加者に対して入札金額の内訳

書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、業務件名の
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誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合には、原則とし

て当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。 

 

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と業務

の履行条件の乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価

格を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努め

る。 

・入札参加者から業務の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当

性を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直

す方法 

・設計図書に基づく数量、履行条件や履行期間等が実態と乖離していると

想定される場合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す

ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札

を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として

の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の

上、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 99 条の２又は地方自

治法施行令第 167 条の２第１項第８号に基づく随意契約（いわゆる不落随契）

の活用も検討する。 

 

（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共土木設計業務等標準委託契約約款（平成 7 年 5 月 26 日建設省経振発

第 49 号）及び公共建築設計業務標準委託契約約款（平成 8 年 2月 23 日建設
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省住指発第 47号）に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、工事に準じて適切に公表することと

し、競争参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらか

じめ入札説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、

評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第

三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ず

るよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携

し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の

工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を

行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第

三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよ

う努める。 

談合や贈収賄等の不正行為については、当該不正行為を行った者に対し指名

停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合における請負者の賠

償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること（違約金特約条項）

等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求により、発注者の姿勢

を明確にし、再発防止を図る。 

 

２－３ 業務履行段階 

（設計条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

設計条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された履行条件と実際

の条件が一致しない場合、設計図書に明示されていない履行条件について予
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期することのできない特別な状態が生じた場合その他の場合において、必要

と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる契

約額や履行期間の適切な変更を行う。 

また、賃金水準又は物価水準の変動により受注者から請負代金額の変更に

ついて請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上

で、請負代金額の変更を行う。さらに、設計図書の変更等により、履行期間

が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。 

 

（履行状況の確認等） 

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な

業務遂行を図るため、ウイークリースタンスの適用や条件明示チェックシー

トの活用、スケジュール管理表の運用等を徹底し、履行状況の確認を適切に

実施するよう努める。 

さらに必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって専門的な知識又

は技術を有するものの活用に努める。 

また、必要に応じて、受注者の照査体制の確保や照査の実施状況について

確認する。 

 

（労働環境の改善） 

労働時間の適正化や労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制

度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の

改善に努めることについて、必要に応じて受注者の指導が図られるよう、関

係部署と連携する。 
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（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 

受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努めると共に、デ

ータやモデルがクラウド上で簡単にアクセスできるデータ連携基盤を構築す

るよう努める。 

設計業務については、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報確認及び

設計方針の明確化を行い受発注者間で共有するため、発注者と受注者による

合同現地踏査の実施に努める。 

さらに、特に地質情報の不確実性が高い現場における業務の合同現地踏査

等には、地質調査等の受注者等が参画するよう努める。 

国は、変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の

例、手続の例及び手続に必要となる書類の例等についてとりまとめた指針を

策定し、随時見直しを行う。 

業務に関する情報の可視化・集約化を図るため、３次元データや BIM/CIM

の活用を積極的に活用するとともに、情報を発注者と受注者双方の関係者で

共有できるよう、テクリス（業務実績・情報データベース）や情報共有シス

テム等の活用の推進に努める。またテレビ会議等を活用し、発注者と受注者

双方の関係者双方の省力化の積極的な推進に努める。 

 

２－４ 業務完了後 

（適切な検査・業務成績評定等） 

受注者から業務完了の通知があった場合には、契約書等に定めるところに

より、定められた期限内に業務の完成を確認するための検査を行い、その結

果を業務成績評定に反映させ、業務の完了後には、業務評定結果を速やかに

通知する。 
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業務成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準の策定に努め

る。 

また、ICT 等を積極的に活用し、検査書類等の簡素化や作業の効率化に努

める。 

業務の実績等については、テクリス（業務実績・情報データベース）を積

極的に活用し、発注者間での情報の共有に努める。業務の成果は、将来の AI

活用等のデータ利活用環境の構築のため、適切な形式で保存された電子デー

タを業務の成果品として受領し、適切な期間保存する。その際、オンライン

電子納品の推進に努める。 

地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査を行った際には、位置情報、

土質区分、試験結果等を確認すると共に、あわせて情報を関係者間で共有で

きるよう、情報共有システムの構築及び活用を推進に努める。 

 

２－５ その他 

競争参加者の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契約に関

する ICT 活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図るとともに、競

争参加者の資格審査などの手続の統一化に努める。 
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３．発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下

の事項に取り組む。 

 

３－１ 発注体制の整備等 

（発注者自らの体制の整備） 

各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認めら

れる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備すると

ともに、国及び都道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど

国及び都道府県等の協力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施する

ことができる職員の育成に積極的に取り組むよう努める。国及び都道府県は、

発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。 

 

（外部からの支援体制の活用） 

各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認め

られる場合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどにより、

発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努める。 

また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関

係事務の全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県は、

公正な立場で継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織や、

発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有している者を適

切に評価することにより、発注関係事務を適切に実施することができる者の

選定を支援するとともに、その者の育成・活用の促進に努める。 

 

２．発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下

の事項に取り組む。 

 

（１）発注体制の整備等 

（発注者自らの体制の整備） 

各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認めら

れる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備すると

ともに、国及び都道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど

国及び都道府県の協力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施するこ

とができる職員の育成に積極的に取り組むよう努める。国及び都道府県は、

発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。 

 

（外部からの支援体制の活用） 

各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認め

られる場合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどにより、

発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努める。 

また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関

係事務の全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県は、

公正な立場で継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織や、

発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有している者を適

切に評価することにより、発注関係事務を適切に実施することができる者の

選定を支援するとともに、その者の育成、活用の促進に努める。 
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３－２ 発注者間の連携強化 

（工事・業務成績データの共有化・相互活用等） 

技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、工事・業務成績評定等の円滑

な実施に資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に

努めるとともに、その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑

かつ適切な運用に資するため、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者

間における共有化に努める。 

最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事や業務への適

用が可能となるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有

化に努める。また、新規参入を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正か

つ効率的に行えるよう、各発注者が発注した工事・業務の内容や成績評定、

当該工事・業務を担当した技術者に関するデータの活用に努める。 

工事・業務成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進す

るため、各発注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。 

各発注者は工事・業務の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデ

ータベースを整備し、データの共有化を進める。 

 

 

 

（発注者間の連携体制の構築） 

各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用でき

るよう、地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者

間の情報交換や連絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各

種施策の推進を図る。 

（２）発注者間の連携強化 

（工事成績データの共有化・相互活用等） 

技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、業務・工事成績評定等の円滑

な実施に資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に

努めるとともに、その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑

かつ適切な運用に資するため、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者

間における共有化に努める。 

最 新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事への適用が可

能となるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有化に努

める。また、新規参入を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正かつ効率

的に行えるよう、各発注者が発注した工事の施工内容や工事成績評定、当該

工事を担当した技術者に関するデータの活用に努める。 

工事成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進するため、

各発注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。また、調査

及び設計の特性を考慮しつつ、業務の履行過程及び業務の成果に関する成績

評定・要領等の標準化に努める。 

各発注者は業務・工事の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデ

ータベースを整備し、データの共有化を進める。 

 

（発注者間の連携体制の構築） 

各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用でき

るよう、地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者

間の情報交換や連絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各

種施策の推進を図る。 
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また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況

等を把握するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切か

つ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする

市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を

求める。さらに、国土交通省が全国の事務所に設置している「品確法運用指

針に関する相談窓口」を活用し、さらに実務担当者間での意見交換等を実施

するための体制を構築する。 

 

また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況

等を把握するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切か

つ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする

市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を

求める。 
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Ⅲ．災害時における対応 

１ 工事 

１－１ 災害時における入札契約方式の選定 

災害発生後の緊急対応にあたっては、手続きの透明性、公平性の確保に努

めつつ、早期かつ確実な施工が可能な者を選定することが重要である。 

災害時における入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度や実施す

る企業の体制等を勘案し、随意契約、指名競争入札等の適用を検討するとと

もに、概算数量による発注を行った上で、現地状況等を踏まえて契約変更を

行うなど、工事の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。 

災害協定の協定締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、

最適な契約相手を選定するとともに、書面での契約を行う。 

 

（随意契約） 

発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、段差解消

のための舗装修繕、岸壁などの港湾施設、がれき撤去、堤防等河川管理施設

等の応急復旧工事や、代替路線が限定される橋梁復旧や路面復旧などの災害

応急対策や緊急性が高い災害復旧に関する工事のうち、被害の最小化や社会

経済の回復等の至急の現状復帰の観点から、随意契約（会計法第 29条の３第

４項又は地方自治法施行令第 167 条の２）を活用するよう努める。 

契約の相手方の選定にあたっては、災害地における維持工事等の実施状況、

災害協定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣

での施工実績等を勘案し、早期かつ確実な施工の観点から最も適した者を選

定する。 
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また、必要に応じて、業界団体から会員企業に関する情報提供を受け、施

工体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。 

 

（指名競争入札） 

災害復旧に関する工事のうち、随意契約によらないものであって、出水期

や降雪期等の一定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事など、契約

の性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で一般競争入札に付する

必要がないものにあっては、指名競争入札（会計法第 29条の３第３項又は地

方自治法施行令第 167 条）を活用する。 

指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在

地、同種・類似工事の施工実績、手持ち工事の状況等を考慮して、確実な履

行が期待できる企業を指名する。その際、過去の指名及び受注の状況を勘案

して特定の者に偏らないよう配慮する。また、指名基準の公表等を通じて、

透明性・客観性・競争性を向上させ、発注者の恣意性を排除する必要がある

ことに留意すること。 

ただし、時間的な制約を踏まえて指名競争入札を適用するものであること

から価格競争によって落札者を選定するケースが多いと考えられるが、品質

確保のため必要に応じて施工能力を評価する総合評価落札方式を適用する。 

 

（通常の方式） 

災害発生から復旧が進み、一定の入札契約期間が確保可能な内容と判断で

きる工事について、建設業者の状況も踏まえ適正な競争が可能な環境と判断

できる場合には、競争性・公正性の確保の観点から、通常の方式（一般競争・

総合評価落札方式等）を適用する。入札参加要件の設定にあたっては、工事
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の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び成績や地域要件などを適切

に設定するとともに、総合評価落札方式における施工能力の評価に当たって

は、災害応急対策等の実績を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。

また、競争参加者が比較的多くなることが見込まれる工事においては、手続

期間を考慮した上で、必要に応じて、段階的選抜方式の活用に努める。 

 

 

１－２ 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 

災害応急対策や災害復旧に関する工事の早期実施、発注関係事務の負担軽

減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地域の実

情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を検討する。 

 

（１）確実な施工確保、不調・不落対策 

（実態を踏まえた積算の導入） 

災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労務や資材・機材等の調達環境

に変化が生じることがある。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格

と乖離しているおそれがある場合には、積極的に見積り等を徴収し、その妥

当性を確認した上で適切に価格を設定する。調達環境が通常と異なり遠隔地

から資材や労働力を調達する必要がある場合など発注準備段階において施工

条件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件を明示するとともに、

当該条件は設計変更の対象となる旨を明示する。 

災害復旧・復興による急激な工事量の増加により特定の地域において既存

の積算基準類と実態に乖離が生じることに伴い、企業が入札への参加を敬遠

し、不調・不落の発生状況を踏まえ、市場の変化を的確に把握し、必要に応
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じて復興係数や復興歩掛を設定する等、実態を踏まえた積算を実施するよう

努める。 

 また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡を被った場合

の損害を補償するための保険の経費についても計上するよう努める。 

 

（指名競争入札におけるダンピング対策等） 

低入札による受注は、工事の手抜き、下請けのしわ寄せ、労働条件の悪化、

安全対策の不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と同等と

は言えない競争環境であることも想定されることから、状況を丁寧に把握し

た上で、指名者数にこだわらず確実かつ円滑な施工ができる者のみを対象と

する指名競争入札を適用するよう努める。 

 

（前払金限度額の引き上げ等） 

復旧事業を円滑に実施するために必要となる人員・資機材の確保を図るた

め、速やかに受注者に前払金を支払うことは重要であり、東日本大震災の復

旧事例等も参考にしつつ、現地の状況等を踏まえ、関係機関と連携しながら

前払金限度額の引き上げ等の適切な対応を実施するよう努める。 

 

（２）発注関係事務の効率化 

（一括審査方式の活用） 

発注者・競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の

企業への受注の集中を回避して、技術者や資材が確保された施工体制を整え

ている複数の企業により確実かつ円滑な施工が行われる観点から、一括審査

方式を積極的に活用するよう努める。 
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（３）災害復旧・復興工事の担い手の確保 

（共同企業体の活用） 

工事規模の大型化や工事量の急増により、単体での施工が可能な企業数が

相対的に減少することも想定される場合には、必要に応じて地域の建設企業

が継続的な協業関係を確保することにより、その実施体制を安定確保するた

めに結成される地域維持型 JV制度を活用するよう努める。 

 

（地域企業の参加可能額の拡大） 

担い手の確保とロットの大型化による早期の復旧の実現という双方の観点

から、今後の等級別の発注の見通しも踏まえ、必要に応じて、等級ごとのバ

ランスに配慮しつつ、地域企業の参加が可能な工事価格帯の上限を引き上げ

る措置を実施する。 

 

（４）迅速な事業執行 

（政府調達協定対象工事における適用） 

平常時における政府調達協定（以下「WTO」という。）対象工事は、一般競

争入札（公開入札）に付すことが原則となるが、災害時、緊急の必要により

競争に付することができない復旧工事は、必要に応じて政府調達に関する協

定第 13 条を踏まえた随意契約（限定入札）や指名競争入札（選択入札）を適

用し、早期復旧を実施するよう努める。 

 

（WTO 対象工事における手続日数の短縮） 

WTO 対象工事は、一般競争入札にあっては入札期日の前日から起算して少
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なくとも 40 日前に官報により公告することとされているが、急を要する場合

は、その期間を 10日に短縮することも認められていることから、現地の状況

を踏まえ適切な手続き期間を設定する。 

 

（５）早期の災害復旧・復興に向けた取組 

（事業促進 PPP 等） 

災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事の実施方針の決定や災

害査定申請書の作成、災害応急対策や災害復旧に関する工事の発注、監督な

ど一連の災害対応を迅速かつ的確に実施するため、災害の規模や発注者の体

制を勘案し、必要に応じて、事業促進 PPP 方式や CM 方式等による民間事業者

のノウハウを活用するよう努める。 

 

（技術提案・交渉方式） 

復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工

者のノウハウが必要となる工事の場合、早期の復旧・復興を実現するため、

設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ（ECI 方式）等の技

術提案・交渉方式を適用するよう努める。 
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２ 業務 

２－１ 災害時における入札契約方式の選定 

災害発生後の災害状況把握や復旧にあたっては、手続きの透明性、公平性

の確保に努めつつ、早期かつ確実な業務の履行が可能な者を短期間で選定す

ることが重要である。 

災害状況把握や災害復旧における入札契約方式の選定にあたっては、業務

の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、随意契約、指名競争入札等の適

用を検討するとともに、概算数量による発注を行った上で、現地状況等を踏

まえて契約変更を行うなど、業務の緊急度に応じた対応も可能であることに

留意する。 

災害協定の協定締結状況や履行体制、地理的状況、業務実績等を踏まえ、

最適な契約相手を選定するとともに書面での契約を行う。 

 

（随意契約） 

緊急点検、災害状況調査、航空測量等、発災後の状況把握や、発災直後か

ら一定の間に対応が必要となる道路啓開、段差解消のための舗装修繕、がれ

き撤去、堤防等河川管理施設等の応急復旧工事や、代替路線が限定される橋

梁復旧や路面復旧等、災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧に関する工事

に係る業務は、被害の最小化や社会経済の回復等の至急の現状復帰の観点か

ら、随意契約（会計法第 29 条の３第４項又は地方自治法施行令第 167 条の

２）を活用するよう努める。 

契約の相手方の選定にあたっては、災害地における業務の実施状況、災害

協定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での

業務実績等を勘案し、早期かつ確実な施工の観点から最も適した者を選定す
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るよう努める。 

また、必要に応じて、業界団体から会員企業に関する情報提供を受け、履

行体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。 

 

（指名競争入札） 

災害復旧に関する業務のうち、随意契約によらないものであって、契約の

性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で一般競争入札に付する必

要がないものにあっては、指名競争入札（会計法第 29条の３第３項又は地方

自治法施行令第 167 条）を活用する。 

指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在

地、同種・類似業務の実績、手持ち業務の状況等を考慮して、確実な履行が

期待できる企業を指名する。その際、過去の指名及び受注の状況を勘案して

特定の者に偏らないよう配慮する。指名基準の公表等を通じて、透明性・客

観性・競争性を向上させ、発注者の恣意性を排除する必要があることに留意

する。 

 

（通常の方式） 

災害発生から復旧が進み、一定の入札契約期間が確保可能な内容と判断で

きる業務について、業務を行う企業の状況も踏まえ適正な競争が可能な環境

と判断できる場合には、競争性・公正性の確保の観点から、通常の方式（プ

ロポーザル方式・総合評価落札方式等）を採用する。入札参加要件の設定に

あたっては、業務の内容、地域の実情等を踏まえ、業務の経験及び成績や地

域要件などを適切に設定する。 
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２－２ 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 

発災後の状況把握や災害応急対策、災害復旧に関する業務の早期実施、発

注関係事務の負担軽減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災

害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を検討す

る。 

 

（１）確実な履行確保、不調・不落対策 

（実態を踏まえた積算の導入） 

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合に

は、積極的に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設

定する。また、遠隔地から資機材の調達や技術者を確保する必要がある場合

など発注準備段階において作業条件等を具体的に確定できない場合には、積

算上の条件を明示するとともに、当該条件は設計変更の対象となる旨を明示

する。 

また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡を被った場合

の損害を補償するための保険の経費についても計上するよう努める。 

 

（指名競争入札におけるダンピング対策等） 

低入札による受注は、業務の手抜き、再委託のしわ寄せ、労働条件の悪化、

安全対策の不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と同等と

は言えない競争環境であることも想定されることから、状況を丁寧に把握し

た上で、確実かつ円滑な履行ができる者のみを対象とする指名競争入札を適

用する。 

適正な履行体制を確保するための方策を講じるため、発注者の検査等の強
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化等の措置を実施する。 

 

（前払金限度額の引き上げ等） 

業務を円滑に実施するために必要となる人員・資機材の確保を図るため、

速やかに受注者に前払金を支払うことは重要であり、東日本大震災の復旧事

例等も参考にしつつ、現地の状況等を踏まえ、関係機関と連携しながら、前

払金限度額の引き上げ等、適切な対応を実施するよう努める。 

 

（２）発注関係事務の効率化 

（一括審査方式の活用） 

発注者・競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の

企業への受注の集中を回避して、技術者が確保された履行体制を整えている

複数の企業により確実かつ円滑な業務の履行が行われる観点から、一括審査

方式を積極的に活用するよう努める。 

 

（３）迅速な事業執行 

（政府調達協定対象業務における適用） 

WTO 対象業務のうち、発災後の状況把握や、災害時、緊急性の高い業務は、

必要に応じて、政府調達に関する協定第 13 条を踏まえた随意契約（限定入

札）や指名競争入札（選択入札）を適用し、早期復旧を実施する。 

 

（４）早期の復旧・復興に向けた取組 

（事業促進 PPP、CM 等） 

災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事の実施方針の決定や災害
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査定申請書の作成、業務の指導・調整、災害応急対策や災害復旧に関する工

事の発注、監督・検査など一連の災害対応を迅速かつ円滑に実施するため、

災害の規模や発注者の体制を勘案し、必要に応じて、事業促進 PPP 方式や、

CM 方式等による民間事業者のノウハウを活用するよう努める。 

 

（技術提案・交渉方式） 

復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工

者のノウハウが必要となる工事の場合、早期の復旧・復興を実現するため、

設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ（ECI 方式）等の技

術提案・交渉方式を適用するよう努める。 
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３．建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携 

災害発生時に緊急性に応じた随意契約や指名競争入札の活用による発災後

の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務が迅速かつ円

滑に実施されるよう、あらかじめ、建設業者団体・業務に関する災害時の履

行体制を有する各種団体等と、災害対応に関する工事及び業務の実施や契約

方式・支払いについて協定の締結等、必要な措置を講ずるように努める。 

災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、そ

の被害からの復旧にあたっても地域内における発注者が必要な調整を図りな

がら協働で取り組む。復旧の担い手となる地域企業等による円滑な施工確保

対策についても、特定の発注者のみが措置を講じるのではなく、必要に応じ

て地域全体として取り組む。 

地域の状況を踏まえ、必要に応じて、発注機関や事業者団体が円滑な施工確

保のための情報共有や対応策の検討等を行う場を設置する。 
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Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用 

各発注者は、工事及び業務の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技

術力や発注体制を踏まえつつ、工事及び業務の性格や地域の実情等に応じて、

多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせ

て適用するよう努める。 

 

１ 工事 

１－１多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以

下のとおりである。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・工事の施工のみを発注する方式 

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを

発注する方式 

・設計・施工一括発注方式 2） 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式 2） 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のため

に必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ※１）方式） 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契

約をする方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実

 Ⅲ．工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について 

各発注者は、工事の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技術力や発

注体制を踏まえつつ、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約

方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用するよう

努める。 

 

 

１．多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以

下のとおりである。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・工事の施工のみを発注する方式 

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを

発注する方式 

・設計・施工一括発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のため

に必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ※１方式） 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契

約をする方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実



会議限り                                                191011 時点 一部調整中 

53 
 

施） 

※１ Early Contractor Involvement の略 

・維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 

（ｂ）工事の発注単位に応じた契約方式 

・包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事

を一つの契約により発注する方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する工事に関して複数の年度にわたり一つの契約により発注

する方式 

（ｃ）発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

・事業促進ＰＰＰ方式※１ 

調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式（事業促

進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合

により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式） 

※１ Public Private Partnership の略 

・ＣＭ方式※２ 

対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に

委託する方式 

※2 Construction Management の略 

 

（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

施） 

※１ Early Contractor Involvement の略 

・維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 

（ｂ）工事の発注単位に応じた契約方式 

・包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事

を一つの契約により発注する方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する業務・工事に関して複数の年度にわたり一つの契約によ

り発注する方式 

（ｃ）発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

・ＣＭ方式※1 

対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に

委託する方式 

※1 Construction Management の略 

・事業促進ＰＰＰ方式※2 

調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式（事業促

進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合

により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式） 

※2 Public Private Partnership の略 

 

（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 
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・事業・工事の複雑度 

－「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方法

で対応が可能あるか」 

－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図るこ

とが可能であるか」等 

・施工の制約度 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度

等）に対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象

とする事業・工事にとって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状

況等を踏まえながら設計に関与する必要があるか」等 

・設計の細部事項の確定度 

－「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要があるか」

等 

・工事価格の確定度 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計

変更が想定されるか」等 

・その他発注者の体制・工事の性格等 

－選択した契約方式に応じて、発注者が競争参加者からの技術提案の妥

当性等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発

注経験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。 

－また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反

映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等当該分離

発注が合理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体制、

・事業・工事の複雑度 

－「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方法で対

応が可能であるか」 

－ 「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ること

が可能であるか」等 

・施工の制約度 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度

等）に対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象

とする事業・工事にとって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状

況等を踏まえながら設計に関与する必要があるか」等 

・設計の細部事項の確定度 

－「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要があるか」

等 

・工事価格の確定度 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計

変更が想定されるか」等 

・その他発注者の体制・工事の性格等 

－選択した契約方式に応じて、発注者が施工者からの技術提案の妥当性

等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経

験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。 

－また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反

映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等当該分離

発注が合理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体制、
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全体の工事のコスト等を考慮し、その活用に努める。 

 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の範

囲の設定方法）は、以下のとおりである。 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせ

る方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と

契約する方式 

 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選択

する。ただし、以下に示す点についても考慮する。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付

する必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる

場合の指名競争入札の活用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注

者に不利となる場合又は災害時の応急的な復旧工事等のように緊急の

必要により競争に付することができない場合の随意契約の活用 

全体の工事のコスト等を考慮し、その活用に努める。 

 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の範

囲の設定方法）は、以下のとおりである。 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせ

る方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と

契約する方式 

 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選択

する。ただし、以下に示す点についても考慮する。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付

する必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる

場合の指名競争入札の活用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注

者に不利となる場合又は災害時の応急的な復旧工事等のように緊急の

必要により競争に付することができない場合の随意契約の活用 
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－契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名

競争入札又は随意契約の活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意

契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考

慮する。 

 

（３）落札者の選定方法の選択 

（落札者の選定方法の概要） 

落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相手

方とする者を選定する方法）は、以下のとおりである。 

（ａ）落札者の選定の基準に関する方式 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・総合評価落札方式 

技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって

申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 

・技術提案・交渉方式 

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉

し、契約相手を決定する方式 

（ｂ）落札者の選定の手続に関する方式 

・段階的選抜方式＊１ 

競争参加者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術水準に達し

た者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方

－契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名

競争入札又は随意契約の活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意

契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考

慮する。 

  

（３）落札者の選定方法の選択 

（落札者の選定方法の概要） 

落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相手

方とする者を選定する方法）は、以下のとおりである。 

（ａ）落札者の選定の基準に関する方式 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・総合評価落札方式 

技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって

申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 

・技術提案・交渉方式 

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉

し、契約相手を決定する方式 

（ｂ）落札者の選定の手続に関する方式 

・段階的選抜方式＊１ 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める方式において、一定の

技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札
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式 

＊１本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、

その運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する

方式であり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用するこ

とができる。 

 

（落札者の選定方法の選択の考え方） 

落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・価格以外の要素の評価の必要性 

－「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」 

－「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提

案を求めるなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ま

しいか」等 

・仕様の確定の困難度 

 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・総価契約単価合意方式 

総価で工事を請負、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払

金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことによ

り、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施す

者を決定する方式 

＊１本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、

その運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する

方式であり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用するこ

とができる。 

 

（落札者の選定方法の選択の考え方） 

落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・価格以外の要素の評価の必要性 

－「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」 

－「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提

案を求めるなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ま

しいか」等 

・仕様の確定の困難度 

 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（業務及び施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりであ

る。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・総価契約単価合意方式 

総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部

分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくこと
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る方式 

・コストプラスフィー契約・オープンブック方式 

工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精

算とし、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方

式 

・単価・数量精算契約方式 

工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請

負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を

基に請負代金額を確定する契約 

 

（支払い方式の選択の考え方） 

支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・工事進捗に応じた支払い 

－「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

・コスト構造の透明性の確保 

－「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求め

られるか」等 

 

１－２工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契

約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中

により、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実

施する方式 

・コストプラスフィー契約・オープンブック方式 

工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精

算とし、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方

式 

・単価・数量精算契約方式 

工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請

負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を

基に請負代金額を確定する契約 

 

（支払い方式の選択の考え方） 

支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・工事進捗に応じた支払い 

－「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

・コスト構造の透明性の確保 

－「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求め

られるか」等 

  

２．公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保 

に資する入札契約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 
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で、地域においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担

う企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる恐れがある。 

地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような

対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制

の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争

参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制

の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度又は必要

に応じて施工実績の代わりに施工計画等を評価項目に設定 

・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に

資する方式（地域維持型契約方式）を活用 

 

 

（２）若手や女性などの技術者の登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や女性技術者が実績を積む機会が得

られにくい場合、建設生産を支える技術・技能の承継が行われにくくなり、

将来的な工事品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に支障が生じる懸

念がある。 

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用を促す方式とし

て、以下のような対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女

性などの技術者の登用も考慮して施工実績の要件を緩和するなど、適切な

競争参加資格を設定 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中

で、地域においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担

う企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる恐れがある。 

地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような

対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制

の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争

参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制

の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度等を評価

項目に設定 

・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に

資する方式（地域維持型契約方式）を活用 

 

（２）若手や女性などの技術者の登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や女性技術者が実績を積む機会が得

られにくくなったことにより、建設生産を支える技術・技能の承継が行われ

ず、将来的な工事品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に関する懸念

がある。 

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用を促す方式とし

て、以下のような対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女

性などの技術者の登用も考慮して施工実績の要件を緩和するなど、適切な

競争参加資格を設定 
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・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女

性などの技術者の登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計

画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の

配置や企業によるバックアップ体制を評価するなど、適切な評価項目を設

定 

・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（（女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関

する法律に基づく認定の取得企業や女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づく計画を策定した中小企業））を必要に応じて評価項目に

設定。 

 

（３）維持管理の技術的課題に対応した方式 

既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状

況等の詳細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は

確定できず、施工段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が

多くなる。 

また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工（製

造）の実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。 

維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考え

られる。 

・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

・補修設計を実施した者の工事段階での関与 

・施工と維持管理の一体的な発注 

 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女

性などの技術者の登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計

画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の

配置や企業によるバックアップ体制を評価するなど、適切な評価項目を設

定 

 

 

 

 

 

 

（３）維持管理の技術的課題に対応した方式 

既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状

況等の詳細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は

確定できず、施工段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が

多くなる。 

また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工（製

造）の実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。 

維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考え

られる。 

・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

・補修設計を実施した者の工事段階での関与 

・施工と維持管理の一体的な発注 
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（４）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易

度が高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場

合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間

に委託 

・調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託（事業促進を図る

ため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、

調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う） 

 

なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競争

性を確保する。 

（４）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易

度が高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場

合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間

に委託 

・調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託（事業促進を図る

ため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、

調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う） 

 

なお、Ⅲ.２（１）～Ⅲ.２（４）の入札契約方式の活用に当たっては、透明

性、公正性及び競争性を確保する。 

  

  



会議限り                                                191011 時点 一部調整中 

62 
 

２ 業務 

 

２－１ 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）発注方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式は以下のとおりである。 

（契約の対象とする業務及び業務の範囲の設定方法）は、以下のとおりであ

る。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・業務のみを発注する方式 

・設計・施工一括発注方式 

・詳細設計付工事発注方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ※１）方式） 

※１ Early Contractor Involvement の略 

（ｂ）業務の発注単位に応じた契約方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する業務に関して複数の年度にわたり一つの契約により発

注する方式 

（ｃ）発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

・事業促進 PPP 方式※２ 

調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式（事業

促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の

融合により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式） 

※２ Public Private Partnership の略 
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・CM方式※３ 

対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間

に委託する方式 

※３ Construction Management の略 

 

（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・業務の複雑度 

－「業務に係る制約条件について、確立された標準的な契約方式で対応が

可能であるか」 

－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ること

が可能であるか」等 

・施工の制約度 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度等）

に対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象とする

事業にとって有益であるか」「施工者の技術を設計に反映する際に、発注

者が施工者の技術、現場状況等を踏まえながら設計に関与する必要があ

るか」等 

・工事価格の確定度 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計変

更が想定されるか」等 

・その他発注者の体制・業務の性格等 

－ 選択した契約方式に応じて、発注者が競争参加者からの技術提案の妥

当性等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注
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経験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。 

 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の

範囲の設定方法）は、以下のとおりである。 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と

契約する方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせ

る方式 

 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、以下に示す点について考慮す

る。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付す

る必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる場合

の指名競争入札の活用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注者

に不利となる場合又は災害応急対策若しくは災害復旧に関する業務のよ

うに緊急の必要により競争に付することができない場合の随意契約の活
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用 

－契約に係る予定価格が少額である場合等の指名競争入札又は随意契約の

活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意

契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考

慮する。 

 

（３）特定者又は落札者の選定方法の選択 

（特定者又は落札者の選定方法の概要） 

特定者又は落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、

契約の相手方とする者を選定する方法）は、以下のとおりである。 

・プロポーザル方式 

内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であって、

提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待でき

るもの。 

・総合評価落札方式 

事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等

によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ず

ることが期待できる業務。 

お、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実施

方針と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が

期待できる業務がある。 

・価格競争方式 
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発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・コンペ方式 

対象とする施設や空間に求める機能や条件を発注者側から示し、その機能

や条件に合致した設計案を募り、最も優秀とみなされた設計案を選ぶ方式 

 

（特定者及び落札者の選定方法の選択の考え方） 

特定者及び落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮

する。 

・仕様の確定の困難度 

－「業務内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求さえる業務で

あって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果

を期待できるか」等 

・価格以外の要素の評価の必要性 

－「事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、

調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが

期待できるか」等 

 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（業務の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・単価・数量精算契約方式 

工種別の単価を契約で定め、予定の数量に基づいて概算請負代金額を計算
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して契約し、業務完了後に実際に要した数量と約定単価を基に請負代金額

を確定する契約 

 

（支払い方式の選択の考え方） 

・業務の進捗に応じた支払い 

－「業務の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

 

２－２業務成果の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入

札契約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中

で、地域を支える企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じ

る恐れがあり、地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、

次の例がある。 

①・災害時の業務の実施体制の確保の状況等を考慮した競争参加資格の設定 

②・企業の地域の精通度等を評価項目に設定 

 

（２）若手や女性などの技術者の登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や女性技術者が実績を積む機会が得

られにくい場合、将来的な業務の品質の低下、担い手の中長期的な育成・確

保に支障が生じる懸念がある。 

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用を促す方式とし
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て、以下のような対応例が考えられる。 

・若手や女性技術者の登用を考慮して業務履行実績の要件を緩和した競争参

加資格の設定 

・他の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制を評価項目と

して設定 

・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（（女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関す

る法律に基づく認定の取得企業や女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律に基づく計画を策定した中小企業））を評価項目として設定。 

 

（３）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な業務量の増加や発注頻度が低く技術的難易

度が高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場

合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち業務に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託 

・調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託（事業促進を図る

ため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、

調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う） 

 

なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競

争性を確保する。 
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Ⅴ．その他配慮すべき事項 

１．受注者等の責務 

各発注者は、発注関係事務の実施に当たり、品確法第８条に規定する「受

注者等の責務」を認識し、下記に示す内容等については特に留意する。 

受注者は、契約された工事等を適正に実施する。元請業者のみならず全て

の下請業者を含む工事及び業務を実施する者は、下請契約を締結するときは、

下請業者に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働

条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労

務の取引価格、法定福利費等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正

な工期や履行期限を定める下請契約を実施する。 

技能労働者の処遇向上や法定福利費を適切に負担する企業による公平で健

全な競争環境の構築のため、法定福利費を内訳明示した見積書や請負代金内

訳書の活用促進を図るなど、発注者と連携して、法令違反をしている建設業

者等の工事及び業務からの排除及び当該建設業者等への指導を徹底する。 

ICT 等を活用した工事及び業務の効率化による生産性の向上に努める。 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用等技能労働者の処遇改善を図

る取組に留意しつつ、受注者は、技術者、技能労働者等の育成及び確保並び

に労働条件、労働環境の改善に努める。 

 

２．その他 

本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具

体的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成

することとしており、適宜参照の上、発注関係事務の適切な実施に努める。 

 また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合

Ⅳ．その他配慮すべき事項 
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はこれも参照することとする。 本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具体

的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成す

ることとしており、適宜参照の上、発注関係事務の適切な実施に努める。 

 また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合

はこれも参照することとする。 

 




